
5月 3日・憲法記念日
4日・国民の休日
5日・こどもの日

（皐月）MAY

中小企業のサラリーマンを中心に、約3,600万人が加入する政府
管掌健康保険（政管健保）の改革が、平成20年10月に行われる予
定です。現在、社会保険庁が運営している政管健保は都道府県単
位の運営となり、全国一律となっている保険料率は都道府県ごと
に地域の医療費を反映した保険料率となります。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／4月分源泉所得税の納付

5月10日

国　税／3月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 5月31日

国　税／9月決算法人の中間申告

5月31日

国　税／6月、9月、12月決算法人の

消費税等の中間申告

（年3回の場合） 5月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中

間申告（年3回の場合）5月31日

国　税／確定申告税額の延納届出に

よる徴収猶予税額の納付

5月31日

国　税／特別農業所得者の承認申請

5月15日

地方税／自動車税・鉱区税の納付

県条例で定める日

労　務／労働保険料（概算・確定）申

告書の提出 5月22日

労　務／労働保険料（全期・1期分）の

納付 5月22日
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１
　
株
式
売
渡
請
求

こ
れ
ま
で
、
株
式
を
譲
渡
制
限
株
式

と
し
た
場
合
で
も
、
相
続
や
合
併
等
に

よ
る
株
式
の
移
転
は
制
限
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
た
め
、
会

社
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
相
手
に
株

式
が
分
散
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。

し
か
し
、
新
会
社
法
で
は
、
定
款
で

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
会
社
が
相
続
等

で
移
転
し
た
譲
渡
制
限
株
式
に
つ
い
て
、

売
渡
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

に
な
っ
た
た
め
、
会
社
の
経
営
を
安
定

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

こ
の
売
渡
請
求
を
行
う
際
に
は
次
の

注
意
点
が
あ
り
ま
す
。

①
請
求
期
限

相
続
等
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
株

主
総
会
の
特
別
決
議
（
株
主
の
議
決
権

の
過
半
数
を
有
す
る
株
主
が
出
席
し
、

か
つ
そ
の
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
の

賛
成
）
を
経
て
請
求
。
②
売
買
価
格
あ

株
式
の
売
買
価
格
は
当
事
者
の
協
議
に

よ
り
ま
す
が
、
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
、

裁
判
所
に
売
買
価
格
決
定
の
申
し
立
て

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
申
し
立
て
は

売
渡
請
求
の
日
か
ら
二
〇
日
以
内
に
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
③
財
源
規
制
あ

余
剰
金
分
配
可
能
額
を
超
え
る
買
取
り

は
で
き
ま
せ
ん
。

２
　
議
決
権
制
限
株
式
の
活
用

こ
れ
ま
で
、
株
式
会
社
は
議
決
権
制

限
株
式
を
発
行
済
株
式
総
数
の
二
分
の

一
ま
で
し
か
発
行
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
度
の
新
会
社
法
で
は
株
式
譲
渡
制
限

会
社
に
お
い
て
は
発
行
限
度
が
撤
廃
さ

れ
て
い
る
た
め
、
事
業
承
継
者
以
外
へ

相
続
す
る
株
式
は
、
議
決
権
制
限
株
式

と
す
る
こ
と
で
、
経
営
の
安
定
を
図
る

こ
と
が
可
能
で
す
。

３
　
議
決
権
や
配
当
に
つ
い
て

株
主
ご
と
の
異
な
る
取
扱
い

こ
れ
ま
で
、
株
式
会
社
で
は
、
原
則

と
し
て
出
資
額
に
応
じ
た
議
決
権
・
配

当
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
有
限
会
社
で
は
、
定
款
に
定
め

を
置
け
ば
議
決
権
の
行
使
や
配
当
な
ど

に
つ
い
て
出
資
者
ご
と
に
異
な
る
取
扱

い
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

新
会
社
法
で
は
、
株
式
譲
渡
制
限
会
社

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
有
限
会
社

と
同
様
の
定
め
を
定
款
に
置
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
事
業
承
継
者
以
外
に
相
続
さ
れ

る
株
式
に
つ
い
て
、
定
款
に
定
め
る
こ

と
に
よ
り
議
決
権
を
制
限
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

上
記
の
ケ
ー
ス
で
は
、
民
法
上
の
均

分
相
続
な
ど
の
権
利
に
よ
り
、
Ｂ
、
Ｃ
、

Ｄ
に
株
式
を
均
等
に
相
続
す
る
と
、
株

式
が
分
散
し
、
後
継
者
Ｂ
の
経
営
が
不

安
定
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
事
例
へ
の
対
応
例
と
し
て
、

以
下
の
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

相
続
に
よ
る
株
式
移

転
の
制
限

Ｃ
、
Ｄ
へ
の
相
続
に
よ
る
株
式
の
移

転
に
つ
い
て
、
定
款
に
定
め
を
置
く
こ

と
に
よ
り
、
移
転
後
の
株
式
に
つ
い
て

売
渡
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

議
決
権
制
限
株
式
の

活
用

相
続
に
先
立
っ
て
、
Ｃ
、
Ｄ
に
相
続

さ
れ
る
株
式
を
議
決
権
制
限
株
式
に
変

事
業
承
継
に
お
け
る

新
会
社
法
の
活
用
例

5月号 2

活
用
例
１

活
用
例
２

新
会
社
法
に
よ
り
、 

円
滑
な
事
業
承
継
が 

可
能
に 

＜事業承継における新会社法の活用例＞ 

事 例 

（ 後 継 者 ）  

B

（ 非 後 継 者 ）  

C

（ 非 後 継 者 ）  

D

（ 経 営 者 ）  

A

株

式

の

相

続

 



3 5月号

え
て
お
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
Ｃ
、
Ｄ

相
続
分
が
株
式
総
数
の
二
分
の
一
を
超

え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
議
決
権
制
限

株
式
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

議
決
権
に
つ
い
て
株

主
ご
と
の
異
な
る
取

扱
い

Ｃ
、
Ｄ
に
相
続
さ
れ
る
株
式
に
つ
い

て
、
定
款
の
定
め
に
よ
り
、
議
決
権
を

制
限
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
会
社
法
Ｑ
＆
Ａ

全
国
の
有
限
会
社
の
数
は
約
一
八
九

万
社
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

有
限
会
社
は
、
特
例
有
限
会
社
と
し
て

存
続
す
る
こ
と
に
な
り
、
新
会
社
法
施

行
後
も
有
限
会
社
の
商
号
を
そ
の
ま
ま

使
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
の
有
限
会
社
と
同
じ
規

制
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
従
来

五
〇
名
と
さ
れ
て
き
た
社
員
（
出
資
者
）

の
員
数
制
限
は
廃
止
さ
れ
、
最
低
資
本

金
制
度
も
無
く
な
り
、
新
株
予
約
権
や

社
債
の
発
行
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
規
制
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

特
例
有
限
会
社
と
し
て
存
続
す
る
の

に
特
別
な
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

（
た
だ
し
、
最
低
資
本
金
規
制
の
特
例
制

度
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
「
確
認
有
限
会

社
」
は
定
款
変
更
が
必
要
）。
ま
た
、
い

つ
で
も
株
式
会
社
へ
移
行
す
る
こ
と
が

可
能
で
す
。

新
会
社
法
で
は
、
株
式
譲
渡
制
限
会

社
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
有
限
会

社
と
同
様
の
定
め
を
定
款
に
置
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
事
業
承
継
者
以
外
に
相
続
さ

れ
る
株
式
に
つ
い
て
、
定
款
に
定
め
る

こ
と
に
よ
り
議
決
権
を
制
限
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

全
て
の
株
式
の
譲
渡
を
制
限
し
て
い

る
株
式
会
社
の
こ
と
。
新
会
社
法
で
は
、

有
限
会
社
制
度
の
廃
止
に
よ
り
、
株
式

譲
渡
制
限
会
社
で
あ
る
か
ど
う
か
が
制

度
設
計
上
の
基
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。

株
式
譲
渡
制
限
会
社
に
な
れ
ば
、
株
式

会
社
で
あ
り
な
が
ら
有
限
会
社
の
よ
う

な
簡
易
な
規
制
を
選
択
可
能
で
す
。

株
式
譲
渡
制
限
会
社
と
は
？

こ
れ
ま
で
の
有
限
会
社
は
ど
う
な
る
？

‖

特
別
な
手
続
き
は
不
要

＜参考＞新・旧制度の比較 

※大会社とは＝資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社 

これまでの株式会社 これまでの有限会社 新会社法での株式会社 

根拠法令 

最低資本金 
取締役会 
監査役 

取締役の数 

1000万円 
必ず設置 
必ず設置 

300万円 
設置できない 
任意で設置 

3人以上 1人以上 

― ― 

発行可能 発行不可能 

なし 
任意で設置 
（株式譲渡制限会社の場合） 

会計参与の設置が可能 
発行可能 
（特例有限会社も発行可能） 
あり 

取締役会を置かない場合は 
１人以上 
置く場合は3人以上 

取締役・監査役の任期 

その他 

社債・新株予約券 

あり なし 決算公告の義務 
あり 
任意で設置 
（大会社は必ず設置） 
定款に置くことが可能 
（株式譲渡制限会社の場合） 

あり なし 会計監査人制度 

定款に置けない 
定款に置くことが 
可能 

株主ごとの異なる 
取り扱いの定め 

取締役2年 
監査役4年 

制限なし 

取締役　原則2年 
監査役　原則4年 
ただし、株式譲渡制限会社の場 
合、定款で定めればそれぞれ最 
大10年まで延長可能 

商法第２編 
商法特例法 

有限会社法 新会社法 

機 関 

その他 

活
用
例
３



二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
十
一
年
）
六
月

ま
で
に
、
上
場
株
式
が
一
律
に
ペ
ー
パ
ー

レ
ス
化
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
印
刷
さ
れ
た
株
券
が
な
く

な
り
、
株
券
の
受
け
渡
し
も
行
わ
れ
な
く

な
り
ま
す
。

新
会
社
法
の
施
行
に
よ
り
株
券
発
行
に

つ
い
て
は
原
則
と
例
外
が
反
対
に
な
り
ま

す
の
で
、
株
券
を
発
行
し
な
い
旨
の
登
記

が
あ
る
会
社
を
除
き
、
会
社
法
施
行
前
か

ら
の
既
存
会
社
に
つ
い
て
は
「
会
社
法
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
」
に
よ
り
、
登
記
官
の
職
権
で
株

券
発
行
会
社
で
あ
る
旨
の
登
記
が
さ
れ
ま

す
。株

券
発
行
会
社
で
あ
っ
て
も
公
開
会
社

（
そ
の
発
行
す
る
全
部
又
は
一
部
の
株
式

の
内
容
と
し
て
譲
渡
に
よ
る
当
該
株
式
の

取
得
に
つ
い
て
株
式
会
社
の
承
認
を
要
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
設
け
て
い
な
い
株

式
会
社
）
で
な
い
株
券
発
行
会
社
は
株
主

か
ら
請
求
が
あ
る
時
ま
で
は
、
株
券
を
発

行
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
と
り
あ

え
ず
安
心
で
す
。

5月号 4

最低資本金特例制度の事後処理

最低資本金（株式会社１千万円、有限会社300

万円）を準備することなく、資本金１円でも会

社を設立することができる「最低資本金規制の

特例措置」を利用して設立された会社は、平成

15年２月の制度導入以降、今年１月までの３年

間で３万3,543社（うち資本金１円企業1,538社）

にのぼっています。

特例措置を利用するには、経済産業局に申請

し、５年以内に増資して最低資本金を満たす旨

を定款に定めていること等の確認を得る必要が

ありました。会社法の施行に伴い、この特例措

置を利用した会社は、同法施行後、増資をしな

くても会社の存続はできますが定款変更の手続

きが必要になります。

この最低資本金規制の特例を認められた会社

（確認有限会社、確認株式会社）には、必ず定款

に記載しなければならない事項として解散事由

が定められています。

確認有限会社の定款には「資本の額を300万円

以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社

もしくは合資会社に組織を変更した場合にすべ

き登記の申請をしないで設立の日から５年を経

過したとき又は新事業創出促進法第10条の２の

規定により同法第10条第１項の確認を取り消さ

れたとき」。

同様に、確認株式会社の定款には「資本の額

を１千万円以上とする変更の登記又は有限会社、

合名会社もしくは合資会社に組織を変更した場

合にすべき登記の申請をしないで設立の日から

５年を経過したとき又は新事業創出促進法第10

条の２の規定により同法第10条第１項の確認を

取り消されたとき」。

つまり、定款にこの「解散事由」が記載され

たままだと、設立から５年経過時点で解散とな

ります。そこで、定款を変更し、解散事由の抹

消登記手続をしなければなりません。ただし、

株主総会の招集は不要で、取締役会設置会社に

あっては取締役会の決議、取締役会設置会社で

ない会社にあっては取締役の過半数の決定によ

り、その定めを廃止する定款の変更をすること

ができるとされています。

資
本
金
が
一
千
万
円
に
満
た
な
く
て

も
株
式
会
社
を
設
立
で
き
る
最
低
資
本

金
規
制
の
特
例
を
利
用
し
て
創
業
し
た

比
較
・
ｃ
ｏ
ｍ
（
東
京
・
渋
谷
区
、
渡

辺
哲
男
社
長
）
が
、
株
式
公
開
に
漕
ぎ

着
け
、
話
題
を
さ
ら
い
ま
し
た
。
平
成

十
五
年
八
月
の
設
立
か
ら
三
年
未
満
の

ス
ピ
ー
ド
上
場
と
な
り
ま
す
。

平
成
十
五
年
二
月
の
制
度
導
入
以

来
、
株
式
上
場
の
例
は
初
め
て
で
す
。

起
業
の
す
そ
野
拡
大
な
ど
を
目
的
と
し

た
特
例
制
度
の
効
果
が
表
れ
始
め
た
と

評
価
す
る
向
き
も
あ
り
ま
す
。
今
後
は

最
低
資
本
金
規
制
が
な
く
な
り
、
会
社

設
立
に
あ
た
っ
て
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
は

整
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

後
は
中
身
で
す
。
会
社
の
継
続
性
に

疑
義
が
な
い
よ
う
な
会
社
が
こ
れ
か
ら

も
続
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

株
券
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス

比
較
・
ｃ
ｏ
ｍ
、
最
低
資
本
金
規
制
の

特
例
会
社
で
初
の
上
場
へ




